
指定管理者施設管理評価シート（Ｈ19） 部 区民部 課 区民課 
施設名 浅草公会堂 指定管理者の名称 財団法人 台東区芸術文化財団 
１．指定管理者の概要（業務内容、指定管理者施設、経営の状況） 
【概要】 芸術文化・スポーツの一層の向上に資する各種事業を行い、区民の自主的な活動を促進し、もっ
て豊かな区民生活の向上と地域の発展に寄与することを目的に、平成 11 年 4 月 1 日に設立。 
【所在地】  台東区下谷１－２－１１ 
【業務内容】 芸術文化、区民文化、スポーツ文化に関する事業の実施。 
       芸術・文化・スポーツ施設の管理運営 

管理施設 文化施設（５）、スポーツ施設（７）、その他施設（浅草公会堂） 
【経営の状況】 18 年度決算 
     歳入 1,080,326,486  歳出 952,560,374   収支差額 127,766,122 
                                                    (区返納金 107,766,122 次期繰越金 20,000,000)
２．施設の概要（施設の所在地・規模等 施設によるサービス提供の概要、特徴 入所者数・対象者数等） 
【所 在 地】 台東区浅草１－３８－６ 
【開  設】 昭和５２年１０月２７日（３０年経過） 
【建物概要】  延べ床面積 １２,１８５．６９㎡ ＳＲＣ造一部ＲＣ造り 地上５階地下２階 
       機械室、中央監視室、駐車場、管理事務所、展示ホール、ホール、集会室など 
【客  席】 １，０８２席  （１階５５７席 ２階３３６席 ３階１８９席） 
【職 員 数】 派遣常勤２名、固有常勤１名、固有非常勤５名 

３．事業の概要、自主事業 (事業によるサービス提供の概要、特徴 事業の目標(利用者数等) 自主事業) 

【事業の概要】 ① 公会堂の施設、付帯設備及び物品の保全並びに調整に関すること。 
② 公会堂の場内整理に関すること。 

③ 公会堂内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。 

④ 使用の承認等の連絡に関すること。 

⑤ その他、区長が公会堂の管理上必要と認めた業務 
【自主事業】  『浅草芸能大賞』 『浅草名人会』 
４．施設の稼動状況（利用実績（利用者数等）、目標値と実績値の比較、施設管理、トラブル事例等） 
利用実績 
１８年度開館日数  ２４０日（平成１８年４月～５月改修工事期間のため貸し出しなし） 

年度 ホール 集会室 展示ホール 

 
利用日数／ 

利用可能日数 
利用率 

（％） 
利用単位／ 

貸出単位 
利用率 

（％）

利用日数／ 
利用可能日数 

利用率 
（％）

１７ ２３４／２５１ ９３．２ 
１， ００２／ 

２，３７６ 
４２．２ １３７／２６７ ５１．３ 

１８ ２１３／２４０ ８８．８ 
９５８／ 
２，２３２ 

４２．９ １３８／２４８ ５５．６ 

（注）貸出可能単位は、開館単位から保守点検などによる貸出不能単位を除いた１日３単位（午前・

午後・夜間）ただし、ホール及び展示ホールの貸し出し可能単位は１日１単位。 
５．予算決算の推移                            （単位：円） 

 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

委 託 料 169,796,000 164,836,000 182,537,000  

料金収入等       0 0 0  予 算 
管理経費  169,796,000 164,836,000 182,537,000  

委 託 料 156,106,906 141,941,306  

料金収入等       0 0  

管理経費  156,106,906 141,941,306  
決 算 

収 支 0 0  
 



 
６．評価項目 

①施設によるサービス提供 
(1)施設によるｻｰﾋﾞｽが適切に提供されているか[４]、(2)施設ｻｰﾋﾞｽ提供のための適正な人員配置[３] 
(3) 設備･備品の貸出[３]、(4)利用者の安全確保[３]、(5)利用承認･案内等の対応と接遇 [３] 
(6)緊急体制･ﾏﾆｭｱﾙ･研修･実際の対応[３]             【標準６項目、本施設は６項目を評価】

②事業 
(1)委託事業が適切に実施されているか[３]、(2)委託事業の実施のための適正な人員配置[３] 
(3)利用者の安全確保[３]、(4)情報提供･案内等の対応と接遇[３]、(5)緊急体制･ﾏﾆｭｱﾙ･研修･実際の対応[３] 
(6)自主事業は区民ｻｰﾋﾞｽの向上に貢献しているか[３]       【標準６項目、本施設は６項目を評価】

③施設の管理 
(1)建物躯体の保守管理･設備機器の安全確認[３]、(2)個人情報の保護[３]、(3)備品の管理[３] 
(4)清掃･警備･衛生管理[３]、(5)指定管理者が行う修繕[３]、(6)省ｴﾈ･省資源･環境配慮[３] 
(7)施設管理業務の外部委託[３]、(8)災害･火災等への対応･防犯体制の整備[３] 
(9)関係団体･地域との連絡調整等[３]、(10)管理記録[３]    【標準 10 項目、本施設は 10 項目を評価】

④利用者の満足度等 
(1)利用者･第三者機関の評価[３]、(2)苦情等への対応と報告[３]、(3)利用者数等の目標達成度[３] 

【標準３項目、本施設は３項目を評価】

⑤歳入歳出 
(1)適正な予算執行[３]、(2)経費の縮減、縮減努力[３]、(3)施設ｻｰﾋﾞｽ･事業等の見直し[３] 
(4)利用者数増等による収支改善努力[３]            【標準４項目、本施設は４項目を評価】

７．評価 
「Ａ＋」(優良)：協定等の遵守に加えて、ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧのｻｰﾋﾞｽ提供、利用者数の顕著な増加等の実績がある。

「Ａ」 (妥当）：協定等を遵守し、ｻｰﾋﾞｽ水準、利用者数等の目標を達成している。 

「Ａ－」(課題あり)：協定等を遵守しているが、ｻｰﾋﾞｽ水準、利用者数等の目標達成に一部課題がある。 

「Ｂ」 (要改善)：一部、協定等が遵守できていない、又は不測の事態等により目標に達していない。 
評価の観点 評 価 課    題    等 

①施設によるサービ

ス提供 
Ａ 

統計で示されたホールの高い利用率は利用者への喜ばれる施設 
運営の表れであり、適切なサービス提供をしている。 
 

②事業（区の事業、自

主事業） 
Ａ 

自主事業の『浅草芸能大賞』『浅草名人会』は好評であり、毎年ほぼ

満員の利用者を呼び込んでいる。 
 

③施設の管理 
（補修、緊急対応等） 

Ａ 

備品及び物品の管理については適切になされており、補修についても

その都度、区への連絡が入っている。その際、軽微な修繕においては、

協定書に則し、管理運営費での対応している。 

④利用者の満足度等 Ａ 
ホール、集会室、展示ホールの利用率を総合的にみると、ほぼ前年度

と変わらず、高い利用率を保っている。また、苦情等の対応において

は、その都度適切な対応をし、区へ報告もきちんと行われている。 

⑤歳入歳出 Ａ 
現状では妥当であるが、今後はさらに事務経費の削減に努め、効率的

な運営を目指すように指示していく。 
 

⑥総合評価 Ａ 
委託業務を全体的に判断すると、現状では適切に運営しており問題は

見られない。 
 

８．課題への対応等 
 施設管理という面では特に問題は見当たらない。企画事業という面では、毎回好評は博している『浅草芸

能大賞』『浅草名人会』は今後も継続させていきたい。 
また、平成２０年４月以降の民間事業者による指定管理者制度の導入を予定しているが、サービス面など

現状に満足せず、更なる向上が必要と思われる。 
 
 



 

 

指定管理者施設管理評価シート（Ｈ19） 部 区民部 課 児童保育サービス課

施設名 東上野乳児保育園 指定管理者の名称 社会福祉法人 康保会 
１．指定管理者の概要（業務内容、指定管理者施設、経営の状況） 
【概 要】大正９年に浅草会館として保育、夜間無料診療、夜学校及び労働者教科活動を開始。昭和１３年に

社会福祉法人として設立、昭和１６年に名称を「浅草会館」から「康保会」に変更。 
【業務内容】康保会保育園、康保会乳児保育所、東上野乳児保育園、康保会玉淀園（乳児院）、康保会診療所
【経営の内容】（１８年度決算） 
  〔事業活動収支〕収入  ８３７，００１，６０６円、支出 ７９６，６６９，８０１円 
          収支差額 ４０，３３１，８０５円 

２．施設の概要（施設の所在地・規模等、施設によるサービス提供の概要、特徴 入所者数・対象者数等） 
【所在地】台東区東上野４－２２－３ 
【開 設】平成９年６月１日 
【建物概要】地下１階地上８階（台東保健所併設） 

※保育園部分：１、２階の一部（占有面積 ６７８．０８㎡）   
【入所定員】６０名（０歳児２０名、１歳児２０名、２歳児２０名） 
【職員数】３０名 
  （内訳）施設長（１）、保育士（２０）、看護師（１）、栄養士（２）、調理員（１）、用務員（１） 
      嘱託医（１）、パート（４） 
 
３．事業の概要、自主事業 (事業によるサービス提供の概要・特徴 事業の目標(利用者数等)、 自主事業) 

【事業の概要】 
児童福祉法の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳幼児を保育するとともに、 

 施設及び設備の維持管理を行う。 
【事業の特徴】 
  ①対象年齢が低年齢児（０～２歳児）、②延長保育時間が２時間（他の区立保育園は１時間） 
【自主事業】 

自主事業は行っていない。 

４．施設の稼動状況（利用実績（利用者数等）、目標値と実績値の比較、施設管理、トラブル事例等） 
【入所状況】 
  平成１８年度月別・年齢別 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計 
0 歳 19 19 20 20 19 20 20 21 21 21 21 21 242
1 歳 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
2 歳 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 239
3 歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 59 59 60 60 58 60 60 ※61 61 61 61 61 721

 
※待機児童解消のため、一定の施設要件を充たす場合には、国通知により定員の最大 25％増までの受け

入れが許容される。 

５．予算決算の推移                             （単位：円） 
 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

委 託 料 156,403,000 156,096,620 160,342,900  

料金収入等 850,000 730,000 730,000  予 算 
管理経費 157,253,000 156,826,620 161,072,900  

委 託 料 155,851,201 156,635,180  

料金収入等 833,800 726,600  

管理経費 156,685,001 157,361,780  
決 算 

収 支 0 0  



 
 

６．評価項目 
①施設によるサービス提供 
(1)施設によるｻｰﾋﾞｽが適切に提供されているか[３]、(2)施設ｻｰﾋﾞｽ提供のための適正な人員配置[３] 
(3) 設備･備品の貸出[－]、(4)利用者の安全確保[３] 、(5)利用承認･案内等の対応と接遇 [３] 
(6)緊急体制･ﾏﾆｭｱﾙ･研修･実際の対応[３]              【標準 6 項目、本施設は 5 項目を評価】

②事業 
(1)委託事業が適切に実施されているか[３]、(2)委託事業の実施のための適正な人員配置[３] 
(3)利用者の安全確保[３]、(4)情報提供･案内等の対応と接遇[３]、(5) 緊急体制･ﾏﾆｭｱﾙ･研修･実際の対応[３] 
(6)自主事業は区民ｻｰﾋﾞｽの向上に貢献しているか[－]         【標準 6 項目、本施設は 5 項目を評価】

③施設の管理 
(1)建物躯体の保守管理･設備機器の安全確認[－]、(2)個人情報の保護[３]、(3)備品の管理[３] 
(4)清掃･警備･衛生管理[３]、(5)指定管理者が行う修繕[３]、(6)省ｴﾈ･省資源･環境配慮[３] 
(7)施設管理業務の外部委託[－]、(8)災害･火災等への対応･防犯体制の整備[３] 
(9)関係団体･地域との連絡調整等[－]、(10)管理記録[３]      【標準 10 項目、本施設は７項目を評価】

④利用者の満足度等 
(1)利用者･第三者機関の評価[３]、(2)苦情等への対応と報告[３]、(3)利用者数等の目標達成度[３] 

【標準 3 項目、本施設は 3 項目を評価】

⑤歳入歳出 
(1)適正な予算執行[３]、(2)経費の縮減、縮減努力[３]、(3)施設ｻｰﾋﾞｽ･事業等の見直し [－] 
(4)利用者数増等による収支改善努力[３]             【標準 4 項目、本施設は 3 項目を評価】

７．評価 
「Ａ＋」(優良)：協定等の遵守に加えて、ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧのｻｰﾋﾞｽ提供、利用者数の顕著な増加等の実績がある。 

「Ａ」  (妥当)：協定等を遵守し、ｻｰﾋﾞｽ水準、利用者数等の目標を達成している。 

「Ａ－」(課題あり)：協定等を遵守しているが、ｻｰﾋﾞｽ水準、利用者数等の目標達成に一部課題がある。 

「Ｂ」  (要改善)：一部、協定等が遵守できていない、又は不測の事態等により目標に達していない。 
評価の観点 評 価 課    題    等 

①施設によるサービ

ス提供 Ａ 
利用時間及び職員の配置等については、児童福祉施設最低基準等に定

められている。 
また、連絡体制の強化については、改善された。 

②事業（区の事業、

自主事業） Ａ 
延長時間について、区立保育園（直営）は１時間であるが、本施設は

２時間である。 

③施設の管理 
（補修、緊急対応等） Ａ 

光熱水費の縮減については、改善が見られた。 

④利用者の満足度等 Ａ 
18 年度に第三者評価を受審し、概ね高い評価結果を得ている。 

⑤歳入歳出 Ａ 
社会福祉法人の会計基準等に基づき処理されている。 
委託料の支払内訳は、基本的には民設民営と同じであるが、他に都が

負担している分(社会福祉施設サービス推進費)を区が負担している。 

⑥総合評価 Ａ 
本施設は、平成９年から康保会に業務委託を行っており、経験及び実

績等から特に問題を生じていない。また 18 年度から第三者評価を実施

しており、透明度が高まっている。 
８．課題への対応等 
 
施設管理については、特に問題は生じていない。 
引き続き連絡体制の強化、管理経費の縮減に努める。 



指定管理者施設管理評価シート（Ｈ19） 部 区民部 課 児童保育サービス課

施設名 千束児童館 指定管理者の名称 社会福祉法人 台東区社会福祉事業団 

１．指定管理者の概要（業務内容、指定管理者施設、経営の状況） 
 【概要】台東区社会福祉事業団は、台東区の児童及び高齢者福祉の充実を図るため、台東区が出資して 
    １９８６（昭和６１）年１０月に設立した社会福祉法人である。 
【事業内容】児童部門…児童館（７）、こどもｸﾗﾌﾞ（１３） 
      高齢者部門…特別養護老人ﾎｰﾑ（３）、高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（４）、地区ﾃﾞｲﾎｰﾑ（２）、 
            ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ（１）、在宅介護支援ｾﾝﾀｰ（３）、老人保健施設（１）、 
            老人福祉ｾﾝﾀｰ（１）、老人福祉館（３）              の運営 
【経営の状況】（18 年度決算ベース） 
 〔社会福祉事業会計〕歳入 2,325,052,110 円、歳出 2,307,580,095 円、収支差額 17,472,015 円 
 〔公益事業特別会計〕歳入  332,675,271 円、歳出  348,785,744 円、収支差額 –16,110,473 円 

２．施設の概要（施設の所在地・規模等 施設によるサービス提供の概要、特徴 入所者数・対象者数等） 
台東区千束３－２０－６ ＲＣ４階建て（図書室･遊戯室・音楽室クラブ室等） 
  千束保育園併設             昭和４４年開設 
開館日  月曜日から日曜日（但し､日曜日・子どもの日は施設開放） 
休館日  第３日曜日、祝日、年末年始 
開館時間 午前９時３０分から午後６時まで 

（館内併設の千束こどもクラブで１６年度より１９時までの延長保育を試行中）

対象年齢 ０歳児から１５歳を主な対象として１８歳まで    
    金杉地区もカバーしている               《職員》 常勤３名、非常勤３名 

３．事業の概要、自主事業 (事業によるサービス提供の概要、特徴 事業の目標(利用者数等) 自主事業) 

乳幼児期から青年期までの子どもを対象に｢遊び｣という視点から様々な活動を行ない､自己確立・他者への

関心・愛着・信頼感などが豊かに育つ｢子育ち｣を支援していく。 
・ 子育ち支援事業     ・次世代の親の育成 
・ 子育て支援事業     ・地域・他団体との連携とネットワークの強化など。 
清川地区美しい心づくり会員として活動   東泉小ＰＴＡ及びコミュニティー委員会と協力関係 
『保護者、地域から信頼される児童館』をテーマに、相談活動に力を入れている 
 ボランティアの受け入れ、こども達のボランティア体験の推進 小学生と異世代(幼児・高齢者)との交流 
４．施設の稼動状況（利用実績（利用者数等）、目標値と実績値の比較、施設管理、トラブル事例等） 
利用実績 

年度 開館日数 利用総数 幼児 小学生 中学生 高校生 大人 

１６ ３３４ ３２，６０２ ４，７１３ ２１，９８１ １，０１６ １１９ ４，６８３

１７ ３３４ ３２，８６５ ４，１８６ ２２,４９２   ７７８  ８２ ５，３２７

１８ ３３５ ３３，３９３ ３，５９５ ２３，００６ １，１４７  ３７ ５，６０８

１９        
２０        
２１         

５．予算決算の推移 ※18 年度決算より、併設するこどもクラブ経費との人件費按分を適正化（決算額が増加）

（単位：円）

 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

委託料 33,446,000 32,531,000 37,072,000  

料金収入等 0 0 0  予 算 
管理経費 33,446,000 32,531,000 37,072,000  

委託料 23,105,382 28,563,784  

料金収入等 0 0  

管理経費 23,105,382 28,563,784  
決 算 

収 支 0 0   

 



 
 

６．評価項目 

①施設によるサービス提供 
(1)施設によるｻｰﾋﾞｽが適切に提供されているか[４]、(2)施設ｻｰﾋﾞｽ提供のための適正な人員配置[４] 
(3)設備･備品の貸出[３]、(4)利用者の安全確保[４]、(5)利用承認･案内等の対応と接遇 [４] 
(6)緊急体制･ﾏﾆｭｱﾙ･研修･実際の対応[４]             【標準６項目、本施設は６項目を評価】

②事業 
(1)委託事業が適切に実施されているか[３]、(2)委託事業の実施のための適正な人員配置[４] 
(3)利用者の安全確保[４]、(4)情報提供･案内等の対応と接遇[３]、(5)緊急体制･ﾏﾆｭｱﾙ･研修･実際の対応[４] 
(6)自主事業は区民ｻｰﾋﾞｽの向上に貢献しているか[３]        【標準６項目、本施設は６項目を評価】

③施設の管理 
(1)建物躯体の保守管理･設備機器の安全確認[４]、(2)個人情報の保護[３]、(3)備品の管理[４] 
(4)清掃･警備･衛生管理[４]、(5)指定管理者が行う修繕[３]、(6)省ｴﾈ･省資源･環境配慮[４] 
(7)施設管理業務の外部委託[４]、(8)災害･火災等への対応･防犯体制の整備[４] 
(9)関係団体･地域との連絡調整等[４]、(10)管理記録[３]       【標準 10 項目、本施設は 10 項目を評価】

④利用者の満足度等 
(1)利用者･第三者機関の評価[３]、(2)苦情等への対応と報告[３]、(3)利用者数等の目標達成度[４] 

【標準３項目、本施設は３項目を評価】

⑤歳入歳出 
(1)適正な予算執行[３]、(2)経費の縮減、縮減努力[３]、(3)施設ｻｰﾋﾞｽ･事業等の見直し[４] 
(4)利用者数増等による収支改善努力[３]             【標準４項目、本施設は４項目を評価】

７．評価 
「Ａ＋」(優良)：協定等の遵守に加えて、ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧのｻｰﾋﾞｽ提供、利用者数の顕著な増加等の実績がある。 

「Ａ」  (妥当)：協定等を遵守し、ｻｰﾋﾞｽ水準、利用者数等の目標を達成している。 

「Ａ－」(課題あり)：協定等を遵守しているが、ｻｰﾋﾞｽ水準、利用者数等の目標達成に一部課題がある。 

「Ｂ」  (要改善)：一部、協定等が遵守できていない、又は不測の事態等により目標に達していない。 
評価の観点 評 価 課    題    等 

①施設によるサービ

ス提供 
Ａ 

子ども達や保護者の要望を受け､きめ細かい対応に努め、相談機能や

他機関との連携に努力している。子ども家庭支援センターと連携した

相談機能も課題。 
②事業（区の事業、自

主事業） 
  Ａ 

地域との連携を大切にし､区の事業に参加協力している。自主事業実

施の際にも様々な立場の人達とつながって、地域での子育てを共有し

ている。 
③施設の管理 
（補修、緊急対応等） 

  Ａ 
個人情報保護については、事業団からの指導や内部での検討を行い、

徹底している。施設については、老朽化しており日常の清掃や安全管

理に努めているが大規模改修が望まれる。 

④利用者の満足度等   Ａ 
問題を抱えた子ども達について、保護者からの相談に応じて関係機関

に繋げたり、見守りを行い、利用者の信頼を得ている。 

⑤歳入歳出   Ａ 
指定管理者として、職員全体で経営改革に努力しており、経費の削減、

効率の向上に努力している。 

⑥総合評価   Ａ 
地域の幼児親子、小学生等見守りの必要なケースのフォローに努め、

関係機関との連携に努力しているが、更なる相談機能の充実が求めら

れる。 
８．課題への対応等 
 施設が老朽化しているため、区として整備を考えることと管理者として日常を管理し、活用して行くこと

が平行して行われる必要がある。また、支援の必要な家庭も増えているため相談機能の更なる充実、関係機

関との連携強化が求められ、職員の育成・研修制度の確立が課題。 
 指定管理者の独自の活動を尊重しながら、区として関係機関との調整や指導を行い、業務が円滑、有効に

推進できるよう役割や協力体制を明確化していく。 



指定管理者施設管理評価シート（Ｈ19） 部 区民部 課 児童保育サービス課

施設名 玉姫児童館 指定管理者の名称 社会福祉法人 台東区社会福祉事業団 

１．指定管理者の概要（業務内容、指定管理者施設、経営の状況） 
【概要】台東区社会福祉事業団は、台東区の児童及び高齢者福祉の充実を図るため、台東区が出資して 
    １９８６（昭和６１）年１０月に設立した社会福祉法人である。 
【事業内容】児童部門…児童館（７）、こどもｸﾗﾌﾞ（１３） 
      高齢者部門…特別養護老人ﾎｰﾑ（３）、高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（４）、地区ﾃﾞｲﾎｰﾑ（２）、 
            ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ（１）、在宅介護支援ｾﾝﾀｰ（３）、老人保健施設（１）、 
            老人福祉ｾﾝﾀｰ（１）、老人福祉館（３）              の運営 
【経営の状況】（18 年度決算ベース） 
 〔社会福祉事業会計〕歳入 2,325,052,110 円、歳出 2,307,580,095 円、収支差額 17,472,015 円 
 〔公益事業特別会計〕歳入  332,675,271 円、歳出  348,785,744 円、収支差額 –16,110,473 円 
２．施設の概要（施設の所在地・規模等 施設によるサービス提供の概要、特徴 入所者数・対象者数等） 
台東区清川２－２２－１３ ＲＣ７階建て（１階）（図書室･遊戯室・クラブ室等） 

都営住宅､玉姫保育園併設     昭和４７年５月１日開設 
開館日  月曜日から日曜日（但し､日曜日・子どもの日は施設開放） 
休館日  第３日曜日、祝日、年末年始 
開館時間 午前９時３０分から午後６時まで 
対象年齢 ０歳児から１５歳を主な対象として１８歳まで 
  荒川区に隣接している為､区外からの利用もある。     《職員》 常勤３名、非常勤３名 

３．事業の概要、自主事業 (事業によるサービス提供の概要、特徴 事業の目標(利用者数等) 自主事業) 

乳幼児期から青年期までの子どもを対象に｢遊び｣という視点から様々な活動を行ない､自己確立・他者への

関心・愛着・信頼感などが豊かに育つ｢子育ち｣を支援していく。 
・ 子育ち支援事業  ・子育て支援事業  ・次世代の親の育成 
・地域・他団体との連携とネットワークの強化など。 
    石浜小コミュニティー委員会､町会等と協力関係、清川地区美しい心づくり会員として活動 

特色として、毎年８月には戦争と平和を考える行事を実施 
こども達と命について考える機会を大切にしている。 

４．施設の稼動状況（利用実績（利用者数等）、目標値と実績値の比較、施設管理、トラブル事例等） 
利用実績 

年度 開館日数 利用総数 幼児 小学生 中学生 高校生 大人 

１６ ３３４ １８，７２３ ７７８ １４，１１９ １，１８４ １，２９２ １，３５０

１７ ３３４ ２５,４２５ １,５５４ １９，７２７ １，２３７   ２７８ ２，６２９

１８ ３３５ ２４，１６７ １,７７２ １６，７７０ ２，２１９   １５５ ３，２５１

１９        
２０        
２１        

幼児活動に力を入れたため、幼児・大人の利用が伸びた。小学校高学年が中学生に移行したため中学生の利用増。 

５．予算決算の推移 ※18 年度決算より、併設するこどもクラブ経費との人件費按分を適正化（決算額が増加）

（単位：円）

 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

委託料 31,053,000 31,746,000 34,011,000  

料金収入等 0 0 0  予 算 
管理経費 31,053,000 31,746,000 34,011,000  

委託料 24,391,545 29,496,229  

料金収入等 0 0  

管理経費 24,391,545 29,496,229  
決 算 

収 支 0 0   

 



 
 

６．評価項目 

①施設によるサービス提供 
(1)施設によるｻｰﾋﾞｽが適切に提供されているか[４]、(2)施設ｻｰﾋﾞｽ提供のための適正な人員配置[４] 
(3)設備･備品の貸出[３]、(4)利用者の安全確保[４]、(5)利用承認･案内等の対応と接遇 [４] 
(6)緊急体制･ﾏﾆｭｱﾙ･研修･実際の対応[４]              【標準６項目、本施設６項目を評価】

②事業 
(1)委託事業が適切に実施されているか[３]、(2)委託事業の実施のための適正な人員配置[４] 
(3)利用者の安全確保[４]、(4)情報提供･案内等の対応と接遇[３]、(5) 緊急体制･ﾏﾆｭｱﾙ･研修･実際の対応[４] 
(6)自主事業は区民ｻｰﾋﾞｽの向上に貢献しているか[３]        【標準６項目、本施設は６項目を評価】

③施設の管理 
(1)建物躯体の保守管理･設備機器の安全確認[４]、(2)個人情報の保護[３]、(3)備品の管理[４] 
(4)清掃･警備･衛生管理[４]、(5)指定管理者が行う修繕[３]、(6)省ｴﾈ･省資源･環境配慮[４] 
(7)施設管理業務の外部委託[４]、(8)災害･火災等への対応･防犯体制の整備[４] 
(9)関係団体･地域との連絡調整等[４]、(10)管理記録[３]     【標準 10 項目、本施設は 10 項目を評価】

④利用者の満足度等 
(1)利用者･第三者機関の評価[３]、(2)苦情等への対応と報告[３]、(3)利用者数等の目標達成度[３] 

【標準３項目、本施設は３項目を評価】

⑤歳入歳出 
(1)適正な予算執行[３]、(2)経費の縮減、縮減努力[３]、(3)施設ｻｰﾋﾞｽ･事業等の見直し[４] 
(4)利用者数増等による収支改善努力[３]             【標準４項目、本施設は４項目を評価】

７．評価 
「Ａ＋」(優良)：協定等の遵守に加えて、ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧのｻｰﾋﾞｽ提供、利用者数の顕著な増加等の実績がある。 

「Ａ」  (妥当)：協定等を遵守し、ｻｰﾋﾞｽ水準、利用者数等の目標を達成している。 

「Ａ－」(課題あり)：協定等を遵守しているが、ｻｰﾋﾞｽ水準、利用者数等の目標達成に一部課題がある。 

「Ｂ」  (要改善)：一部、協定等が遵守できていない、又は不測の事態等により目標に達していない。 
評価の観点 評 価 課    題    等 

①施設によるサービ

ス提供 
Ａ 

管理の基準を達成するとともに、子ども達や保護者の要望を受け､き

め細かい対応に努め、相談機能や他機関との連携に努力している。 
 

②事業（区の事業、自

主事業） 
Ａ 

地域との連携を大切にし､区の事業に参加協力している。自主事業実

施の際にも様々な立場の人達とつながって、地域での子育てを共有

し、こども達の居場所となっている。 
③施設の管理 
（補修、緊急対応等） 

Ａ 
個人情報保護については、事業団からの指導や内部での検討を行い、

徹底している。施設については、老朽化しており大規模改修が望まれ

るが日常の清掃や安全管理に努めている。 

④利用者の満足度等 Ａ 
子ども達の抱えている問題に対して学校・地域関係機関と協力してい

る。地域の一員として利用者から信頼され、子ども達の居場所となっ

ている。 

⑤歳入歳出 Ａ 
指定管理者として、職員全体で経営改革に努力しており、経費の削減、

効率の向上に努力している。 
 

⑥総合評価 Ａ 
区界に位置しているため地域のこども達の居場所として幼児親子や

中学生の利用が増えている。様々な活動の提供・地域との連携に努力

している。 
８．課題への対応等 

区の一番北部にある児童施設として、幼児から中高生までの家庭支援も含めて、複雑なケースへの対応

が求められている。日本堤子ども家庭支援センターを始めとして、千束・今戸と合わせて近隣の関係機関

との連携を強化して、相談事業の確立が必要。そのための職員研修・育成が課題。 
指定管理者独自の活動を尊重しながら、区として関係機関との調整や指導を行い、業務が円滑、有効に

推進できるよう役割や協力体制を明確化していく。 
 



指定管理者施設管理評価シート（Ｈ19） 部 区民部 課 児童保育サービス課

施設名 台東児童館 指定管理者の名称 社会福祉法人 台東区社会福祉事業団 

１．指定管理者の概要（業務内容、指定管理者施設、経営の状況） 
【概要】台東区社会福祉事業団は、台東区の児童及び高齢者福祉の充実を図るため、台東区が出資して 
    １９８６（昭和６１）年１０月に設立した社会福祉法人である。 
【事業内容】児童部門…児童館（７）、こどもｸﾗﾌﾞ（１３） 
      高齢者部門…特別養護老人ﾎｰﾑ（３）、高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（４）、地区ﾃﾞｲﾎｰﾑ（２）、 
            ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ（１）、在宅介護支援ｾﾝﾀｰ（３）、老人保健施設（１）、 
            老人福祉ｾﾝﾀｰ（１）、老人福祉館（３）              の運営 
【経営の状況】（18 年度決算ベース） 
 〔社会福祉事業会計〕歳入 2,325,052,110 円、歳出 2,307,580,095 円、収支差額 17,472,015 円 
 〔公益事業特別会計〕歳入  332,675,271 円、歳出  348,785,744 円、収支差額 –16,110,473 円 

２．施設の概要（施設の所在地・規模等 施設によるサービス提供の概要、特徴 入所者数・対象者数等） 
台東区台東１－１１－５ ＲＣ５階建て（３階）（遊戯室・図書室･クラブ室等） 

台東保育園併設      昭和４９年開設 
開館日  月曜日から日曜日（但し､日曜日・子どもの日は施設開放） 
休館日  第３日曜日、祝日、年末年始 
開館時間 午前９時３０分から午後６時まで 
対象年齢 ０歳児から１５歳を主な対象として１８歳まで 
   １７年度より中高生タイム試行、１９年度より本格実施     《職員》 常勤３名、非常勤４名 

３．事業の概要、自主事業 (事業によるサービス提供の概要、特徴 事業の目標(利用者数等) 自主事業) 

乳幼児期から青年期までの子どもを対象に｢遊び｣という視点から様々な活動を行ない､自己確立・他者への

関心・愛着・信頼感などが豊かに育つ｢子育ち｣を支援していく。 
・ 子育ち支援事業     ・地域・他団体との連携とネットワークの強化など。 
・次世代の親の育成       竹町地区青少年委員会との協力関係 
・子育て支援事業        地域ふれあい祭り事務局を努める 
             （町会、主任児童委員、社会福祉協議会、子ども家庭支援センター、 

特養台東､台東保育園等の共催事業）

４．施設の稼動状況（利用実績（利用者数等）、目標値と実績値の比較、施設管理、トラブル事例等） 
利用実績 

年度 開館日数 利用総数 幼児 小学生 中学生 高校生 大人 

１６ ３３４ １８，１２５ ２，８１４ １０,４１７ １,１７３   ７４ ３，６４７

１７ ３３４ １７，９９６ ２，３６１ １１，２１１   ７４１  ２０６ ３，４７７

１８ ３３５ １６，３２２ ２，３６９ ７，６４４ ２，１７９  ４２０ ３，７１０

１９        
２０        
２１         

５．予算決算の推移 ※18 年度決算より、併設するこどもクラブ経費との人件費按分を適正化（決算額が増加）

（単位：円）

 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

委託料 29,758,000 34,363,000 35,408,000  

料金収入等 0 0 0  予 算 
管理経費 29,758,000 34,363,000 35,408,000  

委託料 27,170,643 31,204,376  

料金収入等 0 0  

管理経費 27,170,643 31,204,376  
決 算 

収 支 0 0   

 



 
 

６．評価項目 

①施設によるサービス提供 
(1)施設によるｻｰﾋﾞｽが適切に提供されているか[４]、(2)施設ｻｰﾋﾞｽ提供のための適正な人員配置[４] 
(3)設備･備品の貸出[３]、(4)利用者の安全確保[４]、(5)利用承認、案内等の対応と接遇 [４] 
(6)緊急体制･ﾏﾆｭｱﾙ･研修･実際の対応[４]            【標準６項目、本施設は６項目を評価】

②事業 
(1)委託事業が適切に実施されているか[３]、(2)委託事業の実施のための適正な人員配置[４] 
(3)利用者の安全確保[４]、(4)情報提供･案内等の対応と接遇[３]、(5) 緊急体制･ﾏﾆｭｱﾙ･研修･実際の対応[４] 
(6)自主事業は区民ｻｰﾋﾞｽの向上に貢献しているか[３]       【標準 6 項目、本施設は 6 項目を評価】

③施設の管理 
(1)建物躯体の保守管理･設備機器の安全確認[４]、(2)個人情報の保護[３]、(3)備品の管理[４] 
(4)清掃･警備･衛生管理[４]、(5)指定管理者が行う修繕[３]、(6)省ｴﾈ･省資源･環境配慮[４] 
(7)施設管理業務の外部委託[４]、(8)災害･火災等への対応･防犯体制の整備[４] 
(9)関係団体･地域との連絡調整等[４]、(10)管理記録[３]     【標準 10 項目、本施設は 10 項目を評価】

④利用者の満足度等 
(1)利用者･第三者機関の評価[３]、(2)苦情等への対応と報告[３]、(3)利用者数等の目標達成度[３] 

 【標準 3 項目、本施設は３項目を評価】

⑤歳入歳出 
(1)適正な予算執行[３]、(2)経費の縮減、縮減努力[３]、(3)施設ｻｰﾋﾞｽ･事業等の見直し[４] 
(4)利用者数増等による収支改善努力[３]             【標準４項目、本施設は４項目を評価】

７．評価 
「Ａ＋」(優良)：協定等の遵守に加えて、ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧのｻｰﾋﾞｽ提供、利用者数の顕著な増加等の実績がある。 

「Ａ」  (妥当)：協定等を遵守し、ｻｰﾋﾞｽ水準、利用者数等の目標を達成している。 

「Ａ－」(課題あり)：協定等を遵守しているが、ｻｰﾋﾞｽ水準、利用者数等の目標達成に一部課題がある。 

「Ｂ」  (要改善)：一部、協定等が遵守できていない、又は不測の事態等により目標に達していない。 
評価の観点 評 価 課    題    等 

①施設によるサービ

ス提供 
Ａ 

管理の基準を達成するとともに、子ども達や保護者の要望を受け､き

め細かい対応に努め、相談機能や他機関との連携に努力している。 

②事業（区の事業、自

主事業） 
Ａ 

地域との連携を大切にし､区の事業に参加協力している。自主事業実

施の際にも様々な立場の人達とつながって、地域での子育てを共有し

ている。地域の公園等を使った活動や父親の育児参加プログラムなど

様々な活動展開を図っている。 
③施設の管理 
（補修、緊急対応等） 

Ａ 
個人情報保護については、事業団からの指導や内部での検討を行い、

徹底している。施設については、日常の清掃や安全管理に努めている。

④利用者の満足度等 Ａ 
区西南部の児童施設として、子ども達の居場所・見守りの役割を果た

している。地区主任児童委員を初めとして関係機関と協力体制が強

い。子ども達・保護者が安心して遊べる場所となっている。 

⑤歳入歳出 Ａ 指定管理者として、職員全体で経営改革に努力しており、経費の削減、

効率の向上に努力している。 

⑥総合評価 Ａ 
こども人口が少ない地域であるが、竹町地区のこども達の居場所とし

て安心して利用できる施設運営のため、施設外の活動や地域関係機関

との更なる連携が課題。 
８．課題への対応等 

区の西南部の秋葉原・御徒町地区にあるため、こども人口は減少している。しかし、こども達が安心し

て遊べる場所がない地域のため、幼児から中高生までが過ごせる居場所となっている。 
近隣の関係機関、特に町会や青少年地区委員会と地域のこども達の健全育成の共有に努力している。 
 近隣の学校等とも情報の共有を図り、協力関係を築いて行くことが課題。 

  指定管理者の独自の活動を尊重しながら、区として関係機関との調整や指導を行い、業務が円滑、有効

に推進できるよう役割や協力体制を明確化していく。 


